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資料―４ 

水道・交通委員会資料                         平成 19 年 12 月 14 日 

                            水   道   局 

 

 

川井浄水場再整備事業の実施方針について 

 
老朽化が進み、浄水場内の主要な施設の耐震性にも問題がある川井浄水場の再整備にあたり、より

効率的な整備手法を検討するため、平成 18 年度にＰＦＩ導入可能性調査を実施した結果、ＶＦＭが

見込めることから、ＰＦＩを活用した再整備を進めます。 
ＰＦＩ法に基づき、｢川井浄水場再整備事業実施方針｣を定めましたので、報告します。 

 
１ 川井浄水場の現状及び再整備  

  川井浄水場は明治 34 年に築造され、昭和 30 年代から 50 年代にかけて改修・改築を行っている

ものの、老朽化が著しく耐震性にも問題があることなどから、更新の必要性があります。そのため、

「横浜水道長期ビジョン・10 か年プラン」（平成 18 年７月策定）においては、「浄水施設の耐震性

をより一層向上させて、地震に強い浄水施設に再整備する。水質・水圧の面で有利な自然流下系の

浄水場を優先的に再整備して、位置エネルギーを利用した処理方式の採用を検討する。経済的な施

設に再整備し、１浄水場１水源系統の合理的な水運用を行う。」という再整備方針を定めています。 
そこで、川井浄水場を全面的に更新し、導水水圧を有効利用した膜ろ過方式を導入して道志川系

全量を処理すべく再構築を図り、良質な水の安定的かつ継続的な供給を行います。 

 

２ ＰＦＩの導入目的 

（１）民間の技術力やノウハウを活用することができます。 
川井浄水場の再整備における民間の技術力の活用としては、①配水池と膜ろ過棟を一体化

した設計、②膜ろ過装置の特性を活かした設計、③導水圧の有効活用、④大規模膜利用のシス

テム計画などがあります。 
民間のノウハウの活用としては、①配水池と膜ろ過施設の同時施行による工期短縮、②原

水水質に応じた膜装置の運転計画・運転管理、③膜の逆洗浄、薬品洗浄、交換のタイミングの

把握などがあります。 
（２）運転管理、事故、災害時の適正なリスクの移転による負担軽減ができます。川井浄水場の再整

備においては、①水道局では未経験の膜ろ過装置の運転について PFI 事業者による確実な実

施が期待できること、②第三者委託による責任ある管理が挙げられます。 
（３）浄水場内の多くの施設の更新を行う大規模なプロジェクトであり、ＰＦＩの活用により、施設

整備に要する費用の削減が期待できます。施設の運転管理についても、コストダウンが見込め

ます。 
 

３ 手続き全体の流れ 

（１）１８年度  ①基本計画策定 ②ＰＦＩ導入可能性調査 

（２）１９年度  ①実施方針の策定 ②特定事業の選定 

（３）２０年度  ①民間事業者の募集・選定 ②事業契約の締結 

   

 



 

  １８年度 １９年度 ２０年度 ２１ 

1 コンセプト、基本計画局内検討               

2 公民協働整備手法導入検討               

3 基本計画策定               

4 PFI 導入可能性調査               

5-1 実施方針の策定・公表               

5-2 特定事業の選定・公表               

5-3 民間事業者の募集               

5-4 民間事業者の選定               

5-5 事業契約の締結               

6 事業の実施               

 
４ 実施方針の決定について 

ＰＦＩ事業を実施するにあたりましては、事業内容や民間事業者の募集方法などを定めた実施方

針を策定し、「横浜市ＰＦＩ事業審査委員会」に諮り審査を受けることとなっています。この委員

会では、実施方針、審査基準、民間事業者からの提案書の審査等を行いますが、12 月 11 日に開催

されました第１回の審査委員会におきましては、実施方針が審議され、確定いたしました。なお、

実施方針につきましては、公表することとなっています。 
（１）事業方式 

本事業の事業方式は、民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を建設（Build）した後、その施

設の所有権を公共に移管（Transfer）した上で、民間事業者がその施設の運営（Operate）・管理

を行うＢＴＯ方式により実施します。 
（２）事業者の選定方法 

本事業における事業者の募集及び落札者の選定については、競争性及び透明性の確保に配慮した

上で、総合評価一般競争入札方式で行います。また、本事業はＷＴＯ政府調達協定の対象事業であ

り、｢地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令｣が適用されます。 
 
５ ＰＦＩ事業スケジュール   

事業の実施：２１年度～４５年度（事業期間２５年間） 

   ①新浄水施設の建設 ２１～２５年度 

 ②膜ろ過による運転 ２６～４５年度 
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                                     参 考 資 料 

｢横浜水道長期ビジョン｣抜粋 
4 施策目標 
(1) トップレベルの安全でおいしい水を作るために 
（主な施策の方向） 
ウ 膜ろ過、高度浄水など先端浄水技術を導入した浄水場の再整備 

      本市の浄水場のうち、川井浄水場や鶴ヶ峰浄水場は、老朽化し更新時期が近づいており、

また西谷浄水場は、水源である相模湖の富栄養化に伴い、カビ臭対策や浄水障害に苦慮す

るようになっています。水質、水圧面から自然流下系の浄水場を優先し、膜ろ過や高度浄

水など先端浄水技術を導入して、浄水場の再整備を行います。 
 

｢横浜水道 10 か年プラン｣抜粋 
   ２ 主な施策 

(1)トップレベルの安全でおいしい水を作るために 
イ 膜ろ過、高度浄水など最新の浄水技術の導入 

(ｱ) 事業概要 
水質に対する信頼性の向上や、より一層安全でおいしい水道水を供給するため、効率

的な水処理システムの導入が求められています。また、今後は水質基準が厳しくなるこ

とが予想されるため、抜本的な浄水処理のレベルアップが必要です。 
ａ 道志川系統 
川井浄水場では、膜ろ過方式の導入を検討します。膜ろ過方式の導入で、自然流下系

の位置エネルギーの有効利用、運転管理の効率化、省スペース型であるため既存施設を

運転しながらの更新によるコスト縮減などが可能となります。 
   （3）災害に強い信頼のライフラインを築くために 

イ 浄水施設の再構築 
(ｱ) 事業概要 
ａ 基本方針 

浄水施設の耐震性をより一層向上させて、地震に強い浄水場に再整備します。 
水質、水圧の視点から自然流下系の浄水場を優先的に再整備して、位置エネルギーを

利用した処理方式の採用を検討します。既存施設の統廃合により経済的な施設の再整備

を図り、１浄水場につき１水源系統の合理的な水処理を行います。 
(a) 川井浄水場 
老朽化が進み、耐震性にも問題があるため、全面的に更新します。膜ろ過方式の導入

を検討します。道志川系全量を処理します。 
(5) 創造と挑戦の活力ある企業精神を発揮するために 
ア 継続的な経営改革と簡素で効率的な執行体制の構築 
【今後の取組みの方向】 
・業務の見直しにより市が責任を持って直接実施する事務事業を明らかにし、直接実施す

る業務については業務改善により効率性の向上を図るとともに、民間に任せることが適

切な業務については、外部委託化の拡大やＰＦＩ等の活用を図ります。 
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｢水道事業中期経営計画｣抜粋 
イ 膜ろ過、高度浄水など最新の浄水技術の導入  

事業名 膜ろ過、高度浄水など最新の浄

水技術の導入 
事業費概算見込額 

（５か年） 
12 億円 

内 容 

 
川井浄水場の更新にあたり、施工や管理に関して、PFI 等の民間的手

法を取り入れた膜ろ過方式の導入を検討します。 
膜ろ過方式の導入により、自然流下系の地形の高低差を利用した位置

エネルギーの有効利用、運転管理の効率化などが可能となります。 
また、西谷浄水場及び小雀浄水場では、高度浄水処理方式等の導入に

向けた検討を行います。 
 

目 標 最新の浄水技
術の導入 

現状値 
（17 年度

末） 

導入の検討 
目標値 
（22 年度

末） 

膜ろ過施設
の建設中 

 
 

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律【ＰＦＩ法】（抜粋） 
（平成１１年７月３０日法律第１１７号） 
 

最終改正：平成１７年８月１５日法律第９５号 

 
（実施方針） 

第５条 公共施設等の管理者等は、次条の特定事業の選定及び第七条第一項の民間事業者の選定を行

おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針（以下「実施方針」とい

う。）を定めるものとする。

２ 実施方針は、特定事業について、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。 
一 特定事業の選定に関する事項 
二 民間事業者の募集及び選定に関する事項 
三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 
四 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項  
五 第十条第一項に規定する事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に

関する事項 
六 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 
七 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 
八 その他特定事業の実施に関し必要な事項 

３ 公共施設等の管理者等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

４ 前項の規定は、実施方針の変更について準用する。 
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